
Information

10

国
民
健
康
保
険

町住民生活課　TEL096-234-1113（内線107）

■ 

国
保
税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
は
、
持
続
可
能
な
国

民
皆
保
険
制
度
を
維
持
す
る
た
め
、
平

成
30
年
度
か
ら
都
道
府
県
と
市
町
村
が

共
同
し
て
運
営
を
し
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
、
県
が
示
し
た
令
和
４
年
度

の
標
準
保
険
料
率
と
国
保
事
業
費
納
付

金
額
に
基
づ
き
、
本
年
度
の
国
保
税
の

税
率
等
を
下
の
表
の
と
お
り
改
正
し
ま

し
た
。

●
国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
方
法

　
甲
佐
町
国
民
健
康
保
険
税
は
、

①
被
保
険
者
が
支
払
う
医
療
費
の
財
源

　
と
な
る
「
医
療
給
付
費
分
」

②
75
歳
以
上
の
高
齢
者
が
加
入
す
る
後

　
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
支
え
る
た
め

　
の
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
分
」

③
40
～
64
歳
の
人
が
加
入
す
る
介
護
保

　
険
制
度
を
支
え
る
た
め
の
財
源
と
な

　
る
「
介
護
納
付
金
分
」

の
合
計
が
年
税
額
と
な
り
ま
す
。
３
つ

の
保
険
税
は
さ
ら
に
「
所
得
割
」「
均

等
割
」
「
平
等
割
」
の
合
計
で
算
出
さ

れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
課
税
上
限
と
な

る
賦
課
限
度
額
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

▼
所
得
割

　
国
民
健
康
保
険
税
の
計
算
の
も
と
に

な
る
「
基
準
所
得
金
額
」（
前
年
中
の

国保税の税率改正と
未就学児の減額措置

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 に お た ず ね く だ さ い

総
所
得
金
額
等
か
ら
基
礎
控
除
43
万
円

を
控
除
し
た
も
の
）
に
応
じ
た
金
額

▼
均
等
割

　
世
帯
に
お
け
る
国
保
加
入
者
の
人
数

に
応
じ
た
金
額

▼
平
等
割

　
１
世
帯
あ
た
り
の
金
額

●
軽
減
判
定
所
得

　
国
民
健
康
保
険
税
に
は
、
基
準
所
得

金
額
が
一
定
基
準
以
下
の
場
合
に
、
均

等
割
額
お
よ
び
平
等
割
額
を
減
額
す
る

軽
減
制
度
が
あ
り
ま
す
。
軽
減
判
定
所

得
は
昨
年
同
様
、
次
の
と
お
り
で
す
。

▼
７
割
軽
減

　
基
礎
控
除
額
43
万
円
＋
（
10
万
円
×

「
給
与
所
得
者
等
（
※
１
）
の
数
か
ら

１
を
減
し
た
数
」）

▼
５
割
軽
減

　
基
礎
控
除
額
43
万
円
＋
28
万
５
千
円

×
（
被
保
険
者
数
（
※
２
））
＋
10
万

円
×
「
給
与
所
得
者
等
（
※
１
）
の
数

か
ら
１
を
減
し
た
数
」

▼
２
割
軽
減

　
基
礎
控
除
額
43
万
円
＋
52
万
円
×

（
被
保
険
者
数
（
※
２
）
）
＋
10
万
円
×

「（
給
与
所
得
者
等
（
※
１
）
の
数
か
ら

１
を
減
し
た
数
」

※
１
　
一
定
の
給
与
所
得
者
と
公
的
年

金
等
の
支
給
を
受
け
る
者

※
２
　
同
じ
世
帯
の
中
で
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
に
移
行
し
た
者
を
含
む

■ 

未
就
学
児
の
均
等
割
額
軽
減
で

子
育
て
世
帯
を
支
援

　
令
和
４
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
か

ら
、
小
学
校
入
学
前
の
子
ど
も
分
（
均

等
割
額
）
が
半
額
に
な
り
ま
す
。
少
子

化
対
策
の
一
環
と
し
て
、
子
育
て
世
帯

の
負
担
軽
減
を
図
る
こ
と
が
目
的
で
す
。

　
会
社
員
な
ど
が
加
入
す
る
社
会
保
険

と
異
な
り
、
国
保
は
年
齢
に
関
係
な
く

子
ど
も
を
含
め
加
入
者
全
員
が
保
険
料

負
担
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
均
等

割
額
の
減
額
は
、
家
庭
の
所
得
や
子
ど

も
の
人
数
な
ど
に
関
係
な
く
、
国
保
に

加
入
す
る
未
就
学
児
全
員
に
適
用
さ
れ

ま
す
。
申
請
は
不
要
で
す
。

　
低
所
得
世
帯
を
対
象
と
し
た
軽
減
措

置
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
も
、

軽
減
後
の
均
等
割
額
が
２
分
の
１
に
な

り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
制
度
に
関
す
る
こ
と

　
町
住
民
生
活
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
３

　
　（
内
線
１
０
７
）

・
納
税
に
関
す
る
こ
と

　
町
税
務
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
２

　
　（
内
線
１
１
５
）

保険料を年金からの天引きで納めていただいている被保険者には「仮徴収額決定通知書」を送付します。ご確認ください。

①医療給付費分 ②後期高齢者
支援金分

③介護納付金分
（40～64歳の人のみ）

所得割（基準総所得金額×
8.50％）

（基準総所得金額×
2.90％）

（基準総所得金額×
2.68％）

均等割 １人につき
２万８千円

１人につき
９千円

１人につき
１万８千円

平等割 １世帯につき
２万円

１世帯につき
８千円 ―

賦課
限度額 65万円 20万円 17万円

Public Relations KOSA
May 2022
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国
民
年
金

町住民生活課　TEL096－234－1113（内線101）

■ 

国
民
年
金
保
険
料
の
産
前
産
後
期

間
の
免
除
制
度
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
が
出
産

の
際
に
、
出
産
前
後
の
一
定
期
間
の
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

▼
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る

　

期
間

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す

る
月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
（
以
下

「
産
前
産
後
期
間
」
と
い
う
）
の
国
民

年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。
産
前

産
後
期
間
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
年

金
額
を
計
算
す
る
際
に
保
険
料
を
納
め

た
期
間
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
出
産
予

定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る
月
の
３

カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
の
国
民
年
金
保

険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
（
４
カ
月
）

　
以
上
の
出
産
を
い
い
ま
す
（
死
産
、

　
流
産
、
早
産
の
場
合
を
含
み
ま
す
）。

※
平
成
31
年
４
月
分
か
ら
の
国
民
年
金

　
保
険
料
が
免
除
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
人

　
「
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
」
で

出
産
日
が
平
成
31
年
２
月
１
日
以
降
の

人▼
申
請
方
法

　
申
請
書
類
は
、
年
金
事
務
所
ま
た
は

町
住
民
生
活
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま

す
。
免
除
を
希
望
す
る
人
は
必
要
事
項

を
記
入
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
出

産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
提
出
可
能

で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
書
類

●
出
産
前
に
申
請
す
る
場
合

　
母
子
健
康
手
帳
な
ど
出
産
予
定
日
お

よ
び
胎
児
数
が
確
認
で
き
る
も
の

●
出
産
後
に
申
請
す
る
場
合

　
町
で
出
産
日
な
ど
が
確
認
で
き
る
人

　
は
申
請
不
要
で
す
。（
被
保
険
者
と

　
子
が
別
世
帯
で
あ
る
場
合
を
除
く
）

●
死
産
な
ど
に
よ
り
申
請
す
る
場
合

　
死
胎
埋
火
葬
許
可
証
や
医
師
な
ど
が

　
作
成
し
た
死
産
証
明
書
な
ど
分
娩
日

　
お
よ
び
胎
児
数
が
確
認
で
き
る
も
の

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
熊
本
東
年
金
事
務
所

　
TEL
０
９
６
‐
３
６
７
‐
８
１
４
４

児
童
手
当

町住民生活課　TEL096－234－1113（ 内線105）

■
児
童
手
当
・
特
別
給
付
と
は

　
児
童
手
当
は
、
中
学
生
以
下
（
15
歳

の
誕
生
日
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
）
の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
保
護

者
に
、
そ
の
子
の
年
齢
に
応
じ
た
手
当

を
支
給
す
る
制
度
で
す
。

　
し
か
し
、
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
が

い
て
も
児
童
手
当
を
受
け
取
れ
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
中
学
生
の
子

ど
も
２
人
と
収
入
１
０
３
万
円
以
下
の

配
偶
者
が
い
る
４
人
家
族
の
場
合
、

限
度
額
は
収
入
９
６
０
万
円
（
所
得

７
３
６
万
円
）
未
満
と
な
り
ま
す
。
そ

れ
以
上
の
収
入
（
所
得
）
を
得
て
い
る

場
合
、児
童
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
所
得
制
限
限
度
額
以
上
の
保
護
者
に

は
、
中
学
生
の
子
ど
も
１
人
当
た
り
月

５
千
円
の
特
別
給
付
が
支
給
さ
れ
て
い

ま
す
。

■
所
得
上
限
限
度
額
の
新
設
で
高
額

　

所
得
者
が
特
別
給
付
の
対
象
外
に

　
昨
年
５
月
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
少

子
化
社
会
対
策
大
綱
」
に
お
い
て
、
令

和
６
年
度
ま
で
に
待
機
児
童
14
万
人
の

解
消
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
保
育
所
増

設
な
ど
の
財
源
確
保
を
目
的
に
、
令
和

４
年
６
月
分（
令
和
４
年
10
月
支
給
分
）

か
ら
、
保
護
者
の
収
入
（
所
得
）
が
所

得
上
限
限
度
額
以
上
の
場
合
、
特
例
給

付
が
支
給
さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
中
学
生
２
人
と
収
入
１
０
３
万
円
以

下
の
配
偶
者
が
い
る
４
人
家
族
の
場
合

で
は
、
年
収
１
２
０
０
万
円
（
所
得

９
７
２
万
円
）
以
上
の
保
護
者
が
受
給

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

■
現
況
届
の
提
出
が
不
要
に

　
現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
時
点
の

状
況
を
把
握
し
、
６
月
分
以
降
の
児
童

手
当
等
の
受
給
要
件
を
満
た
し
て
い
る

か
確
認
す
る
も
の
で
す
。
令
和
４
年
度

か
ら
現
況
届
の
提
出
が
不
要
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
次
の
場
合
は
引
き
続
き
現

況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

・
支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
が
な
い
場
合

・
配
偶
者
と
別
居
し
て
い
る
場
合

・
住
民
票
の
所
在
地
が
本
町
で
な
い
場
合

・
そ
の
他
、
町
か
ら
現
況
届
提
出
の
お

　
知
ら
せ
が
あ
っ
た
場
合

６月から児童手当制度
が 一 部 変 わ り ま す

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 ま で

産前産後期間は国民
年金保険料が免除に

詳 し く は 町 住 民 生 活 課 で お 尋 ね く だ さ い
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